
平
成
十
一
年
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
一
号
の
輸
入
禁
止
地
域
等
を
定
め
る
省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
四
条
第
一
号
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
一
号
の
輸
入
禁
止
地
域
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
輸
入
禁
止
地
域
）

第
一
条
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
動
物
に
つ
き
、

相
当
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

指
定
動
物

地
域

イ
タ
チ
ア
ナ
グ
マ
、
コ
ウ
モ
リ
、
タ
ヌ
キ
、

ハ
ク
ビ
シ
ン
、
プ
レ
ー
リ
ー
ド
ッ
グ
及
び
ヤ

ワ
ゲ
ネ
ズ
ミ

す
べ
て
の
地
域

サ
ル

す
べ
て
の
地
域
（
試
験
研
究
機
関
又
は
動
物
園
（
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
施
設
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
業

と
し
て
行
わ
れ
る
試
験
若
し
く
は
研
究
又
は
展
示
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

一
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

二
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
、
ガ
イ
ア
ナ
協
同
共
和
国
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
、
ス
リ
ナ
ム
共
和
国
、
中
華
人
民
共
和
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

２
　
前
項
の
表
サ
ル
の
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
研
究
機
関
又
は
動
物
園
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い

施
設
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
禁
止
動
物
の
輸
入
許
可
の
手
続
）

第
二
条
　
法
第
五
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
動
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
禁
止
動
物
」
と
い
う
。
）
の
輸
入
に
つ
き
同
条
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
輸
入
許
可
証
明
書
を
禁
止
動
物
一
頭
当
た
り
一
通
ず
つ
交
付
す
る
。

３
　
前
項
の
輸
入
許
可
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
発
送
人
に
送
付
し
、
当
該
禁
止
動
物
と
と
も
に
、
発
送
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
三
条
　
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
荷
受
人
及
び
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
輸
入
し
よ
う
と
す
る
指
定
動
物
の
種
類
、
性
、
年
齢
及
び
生
産
地
又
は
捕
獲
地

三
　
輸
入
し
よ
う
と
す
る
指
定
動
物
の
搭
載
予
定
地
、
搭
載
予
定
年
月
日
及
び
搭
載
予
定
船
舶
名
又
は
搭
載
予
定
航
空
機
名

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
二
日
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
二
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記

様
式
第
一
号
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）
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様
式
第
二
号
（
第
二
条
関
係
）

 

 

様式第二号(第二条関係) 

輸 入 許 可 証 明 書 

IMPORT PERMIT CERTIFICATE 

  輸入許可番号 

Import Permit No. 

  

発行年月日 

Date of Issue. 

 下記は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第

114号)第54条本文ただし書の規定により輸入許可を受けたことを証明する。 

 This is to certify that the undermentioned obtained the import permit under Article 

54 of the Law concerning the prevention of infections and medical care for patients 

of infection. 

  申請者の住所氏名 

Name & address of applicant 

  

指定動物の種類及び品種(学名) 

Species of animal(scientific name) 

荷送人の住所氏名 

Name & address of consignor 

あて先及び動物検疫所 

Destination and 

 Animal Quarantine Service 

注意 

 1 上記の指定動物の発送は、1頭ごとにこの証明書を添付してしなければならな

いこと。 

 2 荷送人は、上記指定動物をこの証明書とともに上記動物検疫所気付として発送

すること。 

 3 荷受人は、上記指定動物を上記動物検疫所が行う検査を受けたのち受け取るこ

と。 
 

Remarks 

 1．In shipping the above animal, this certificate shall accompany each animal. 

 2．The consignor shall address the above animal to the above Animal Quarantine 

Service along with this certificate. 

 3．The consignee shall receive the above animal after the completion of 

inspection at the above Animal Quarantine Service. 

厚生労働省 

 Ministry of Health, 

 Labour and Welfare, 

    Japan 

農林水産省 

Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries, 

    Japan 

 注意 用紙の大きさは、A4とすること。 
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